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令
和
4
年
度
介
護
保
険
料
の

決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　

市
町
村
民
税
や
世
帯
の
状
況
等
に
よ
っ
て
決
定
し
た
令
和

4
年
度
の
介
護
保
険
料
の
決
定
通
知
書
を
７
月
下
旬
に
送
付

し
ま
す
。
所
得
段
階
別
の
介
護
保
険
料
は
、
広
域
連
合
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　

特
別
な
事
情
が
な
く
保
険
料
を
滞
納
す
る
と
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
利
用
時
の
自
己
負
担
割
合
が
増
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

皆
様
か
ら
納
付
さ
れ
た
保
険
料
で
運
営
さ
れ
る
介
護
保
険
制

度
に
つ
い
て
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
介
護
保
険
料
納
付
の
方
法
】

　

○
年
金
天
引
き
で
納
付
し
て
い
る
人

今
回
決
定
し
た
年
間
保
険
料
額
か
ら
４
・
６
・
８
月
に
天

引
き
（
仮
徴
収
）
し
た
保
険
料
を
差
し
引
い
た
金
額
を
、

10
・
12
・
令
和
5
年
２
月
に
年
金
天
引
き
（
本
徴
収
）
で

納
め
ま
す
。

　

○
納
付
書
や
口
座
振
替
で
納
付
し
て
い
る
人

　
　

８
月
～
令
和
5
年
３
月
ま
で
納
め
ま
す
。

　

※
新
た
に
65
歳
に
な
っ
た
方
、
広
域
連
合
外
の
市
町
村
か

　
　

ら
転
入
し
た
方
な
ど
の
場
合
は
年
金
天
引
き
の
開
始
が

　
　

半
年
～
１
年
後
と
な
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ま
で
は
納
付

　
　

書
や
口
座
振
替
等
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

※
災
害
や
失
業
な
ど
や
む
を
得
な
い
理
由
で
保
険
料
を
納

　
　

め
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
と
き
は
、
申
請
に
よ
り
保

　
　

険
料
の
減
免
や
納
付
猶
予
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り

　
　

ま
す
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
も
含
む
）

介
護
保
険
料
決
定
通
知
書
を
送
付
！

お知らせ

■
コ
ン
ビ
ニ
収
納
に
つ
い
て

　

介
護
保
険
料
は
、
コ
ン
ビ
ニ
で
も
納
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

【
取
り
扱
い
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
】

　

〇
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
、
ロ
ー
ソ
ン
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー

　
　

ト
、
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
、
デ
イ
リ
ー
ヤ
マ
ザ
キ 

等

　

〇
次
の
よ
う
な
場
合
、
コ
ン
ビ
ニ
で
納
付
で
き
ま
せ
ん

　
　

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
　

・
納
期
限
を
過
ぎ
た
も
の
。

　
　

・
コ
ン
ビ
ニ
用
の
バ
ー
コ
ー
ド
が
消
さ
れ
て
い
る
も
の

　
　
　

あ
る
い
は
汚
れ
た
り
破
れ
た
り
し
て
い
て
読
め

　
　
　

な
い
も
の
。

　
　

・
金
額
を
手
書
き
で
訂
正
し
た
も
の
。

■
低
所
得
者
介
護
保
険
料
軽
減
事
業
に
つ
い
て

　

〇
低
所
得
者
の
負
担
す
る
介
護
保
険
料
の
軽
減
策
で

す
。
こ
れ
ま
で
も
、
所
得
段
階
が
第
１
段
階
の
方
に
対
し

て
は
介
護
保
険
料
を
軽
減
し
て
い
ま
し
た
が
、
対
象
者
を

拡
大
し
、
軽
減
幅
も
拡
大
さ
れ
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、送
付
さ
れ
る
決
定
通
知
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】
福
岡
県
介
護
保
険
広
域
連
合 

総
務
課

 　
収
納
管
理
係　
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※
ニ
セ
電
話
に
よ
る
詐
欺
事
件
発
生
中

ニ
セ
電
話
詐
欺
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
還
付
金
を
含
め
、

保
険
料
に
関
し
て
電
話
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
た
り
、

Ａ
Ｔ
Ｍ
操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

現
在
使
用
中
の
限
度
額
適
用
認
定
証
（
橙
色
）
や
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
（
白
色
）
の
有

効
期
限
は
、
令
和
４
年
７
月
31
日
で
す
。

　

こ
の
認
定
証
を
す
で
に
お
持
ち
の
方
で
、
令
和
４
年

度
も
同
じ
よ
う
に
認
定
証
を
発
行
で
き
る
条
件
の
方
に

は
、
８
月
１
日
か
ら
使
用
で
き
る
新
し
い
認
定
証
を
被

保
険
者
証
と
は
別
に
７
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

【
限
度
額
適
用(

・
標
準
負
担
額
減
額)

認
定
証
と
は
】

医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
医
療
費
が
自
己
負
担
限
度

額
ま
で
と
な
り
、
非
課
税
世
帯
の
方
は
入
院
時
の
食

費
・
居
住
費
の
負
担
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

【
交
付
の
対
象
】〈
限
度
額
適
用
認
定
証
（
橙
色
）〉
…
保

険
証
記
載
の
負
担
割
合
が
3
割
で
同
一
世
帯
の
被
保

険
者
の
課
税
所
得
が
６
９
０
万
円
未
満
の
方
。

　
〈
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
減
額
認
定
証
（
白
色
）〉

…
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の
方
。

【
そ
の
他
】
新
た
に
認
定
証
の
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は

申
請
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
が

８
月
に
更
新
さ
れ
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
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